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『
古
事
記
』
天
皇
御
代
替
わ
り
の
記
載
形
式

　
　

谷
口
雅
博

　
　
　

は
じ
め
に

　
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
で
は
天
皇
御
代
替
わ
り
の
際
の
記
載

形
式
に
相
違
が
あ
る
。
本
稿
で
は
主
と
し
て
『
古
事
記
』
の
御
代
替
わ
り

の
記
載
形
式
に
つ
い
て
検
討
し
、
特
に
中
巻
と
下
巻
と
で
異
な
る
実
態
に

つ
い
て
確
認
し
、
そ
の
相
違
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
を
、
文
学
研
究
・
作
品

研
究
の
立
場
か
ら
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　

一
、『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
構
成
の
相
違

　

ま
ず
お
お
ま
か
に
『
古
事
記
』
と
『
日
本
書
紀
』
と
の
構
成
の
相
違
に

つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。『
日
本
書
紀
』
の
場
合
、
全
三
十
巻
の
内
、

巻
一
・
二
は
神
代
巻
で
あ
り
、
そ
れ
以
降
の
歴
代
天
皇
巻
は
以
下
の
よ
う

な
構
成
に
な
っ
て
い
る
。

　
　

巻
三　

神
武
天
皇
／
巻
四　

綏
靖
天
皇
～
開
化
天
皇
／

　
　

巻
五　

崇
神
天
皇
／
巻
六　

垂
仁
天
皇
／

　
　

巻
七　

景
行
天
皇
・
成
務
天
皇
／
巻
八　

仲
哀
天
皇
／
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巻
九　

神
功
皇
后
／
巻
十　

応
神
天
皇
／　

巻
十
一　

仁
徳
天
皇
／

　
　

巻
十
二　

履
中
天
皇
・
反
正
天
皇
／

　
　

巻
十
三　

允
恭
天
皇
・
安
康
天
皇
／
巻
十
四　

雄
略
天
皇
／

　
　

巻
十
五　

清
寧
天
皇
・
顕
宗
天
皇
・
仁
賢
天
皇
／

　
　

巻
十
六　

武
烈
天
皇
／
巻
十
七　

継
体
天
皇
／

　
　

巻
十
八　

安
閑
天
皇
・
宣
化
天
皇
／
巻
十
九　

欽
明
天
皇
／

　
　

巻
二
十　

敏
達
天
皇
／
巻
二
十
一　

用
明
天
皇
・
崇
峻
天
皇
／

　
　

巻
二
十
二　

推
古
天
皇
／
巻
二
十
三　

舒
明
天
皇
／

　
　

巻
二
十
四　

皇
極
天
皇
／
巻
二
十
五　

孝
徳
天
皇
／

　
　

巻
二
十
六　

斉
明
天
皇
／
巻
二
十
七　

天
智
天
皇
／

　
　

巻
二
十
八　

天
武
天
皇
上
／
巻
二
十
九　

天
武
天
皇
下
／

　
　

巻
三
十　

持
統
天
皇

　

多
く
の
場
合
は
天
皇
一
代
に
つ
き
一
巻
が
充
て
ら
れ
る
が
、
中
に
は
複

数
代
で
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
の
各
天
皇
代
の
記

述
内
容
に
対
し
て
「
○
○
紀
」
と
い
う
呼
称
を
使
う
の
が
通
例
と
な
っ
て

い
る
。
各
天
皇
紀
の
は
じ
ま
り
は
、
天
皇
の
続
柄
・
性
状
・
立
太
子
記
事
・

前
天
皇
崩
御
等
が
記
さ
れ
、
そ
の
内
容
は
即
位
前
紀
と
し
て
位
置
付
け
ら

れ
て
い
る
。
例
え
ば
第
二
代
綏
靖
天
皇
、
第
三
代
安
寧
天
皇
の
場
合
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る（

（
（

。

　

・�

神
渟
名
川
耳
天
皇
は
、
神
日
本
磐
余
彦
天
皇
の
第
三
子
な
り
。
母
は

媛
蹈
鞴
五
十
鈴
媛
命
と
曰
し
、
事
代
主
神
の
大
女
な
り
。
天
皇
、
風

姿
岐
嶷
、少
く
し
て
雄
抜
之
気
有
し
ま
す
。壮
に
及
り
て
容
貌
魁
偉
、

武
芸
人
に
過
ぎ
て
、
志
尚
沈
毅
に
ま
し
ま
す
。
四
十
八
歳
に
至
り
、

神
日
本
磐
余
彦
天
皇
崩
り
ま
す
。　　
　
　
　
　

（
綏
靖
即
位
前
紀
）

　

・�

磯
城
津
彦
玉
手
看
天
皇
は
、
神
渟
名
川
耳
天
皇
の
太
子
な
り
。
母
は

五
十
鈴
依
媛
命
と
曰
し
、
事
代
主
神
の
少
女
な
り
。
天
皇
、
神
渟
名

川
耳
天
皇
の
二
十
五
年
を
以
ち
て
、立
ち
て
皇
太
子
と
為
り
た
ま
ふ
。

年
二
十
一
な
り
。
三
十
三
年
の
夏
五
月
に
、
神
渟
名
川
耳
天
皇
崩
り

ま
す
。
其
の
年
の
七
月
の
癸
亥
の
朔
に
し
て
乙
丑
に
、
太
子
、
即
天

皇
位
す
。
元
年
の
冬
十
月
の
丙
戌
の
朔
に
し
て
丙
申
に
、
神
渟
名
川

耳
天
皇
を
倭
の
桃
花
鳥
田
丘
上
陵
に
葬
り
ま
つ
る
。
皇
后
を
尊
び
て

皇
太
后
と
曰
す
。
是
年
、
太
歳
癸
丑
に
あ
り
。　

（
安
寧
即
位
前
紀
）

　

綏
靖
即
位
の
場
合
の
よ
う
に
、
前
天
皇
崩
御
後
に
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る

争
い
等
の
出
来
事
が
あ
る
場
合
は
、
即
位
前
紀
に
お
い
て
そ
の
内
容
が
描

か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
即
位
前
紀
に
続
い
て
即
位
記
事
が
記
さ
れ
、
そ
こ

か
ら
が
各
天
皇
紀
元
年
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
く
ま
で
各
天
皇
紀
の
記

事
内
容
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
、
即
位
前
紀
に
お
い
て
は
、
天
皇

即
位
前
で
あ
っ
て
も
、「
天
皇
」
と
い
う
呼
称
で
説
明
が
な
さ
れ
る
。
で
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は
各
天
皇
紀
の
末
尾
の
記
述
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
例
外
な

く
天
皇
崩
御
記
事
と
な
っ
て
い
る
。

　

・�

七
十
有
六
年
の
春
三
月
の
甲
午
の
朔
に
し
て
甲
辰
に
、
天
皇
、
橿
原

宮
に
崩
り
ま
す
。
時
に
、
年
一
百
二
十
七
歳
に
ま
し
ま
す
。
明
年
の

秋
九
月
の
乙
卯
の
朔
に
し
て
丙
寅
に
、
畝
傍
山
東
北
陵
に
葬
り
ま
つ

る
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
神
武
紀
末
）

　

・�

三
十
三
年
の
夏
五
月
に
、
天
皇
不
予
し
た
ま
ふ
。
癸
酉
に
、
崩
り
ま

す
。
時
に
年
八
十
四
な
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
綏
靖
紀
末
）

　

各
天
皇
紀
は
そ
の
御
世
の
天
皇
崩
御
に
よ
っ
て
終
わ
り
、
そ
の
後
は
次

の
天
皇
紀
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
前
述
の
通
り
多
く
の
場
合
は
そ

れ
が
巻
の
変
わ
り
目
と
も
な
っ
て
お
り
、そ
の
変
わ
り
目
は
明
確
で
あ
る
。

な
お
、
右
の
綏
靖
紀
末
に
は
御
陵
記
事
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
こ
の
よ

う
な
場
合
に
は
、
先
掲
の
安
寧
即
位
前
紀
の
よ
う
に
、
次
期
天
皇
の
即
位

記
事
に
続
く
形
で
記
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

一
方
『
古
事
記
』
の
場
合
、
そ
の
全
体
の
構
成
は
上
・
中
・
下
の
三
巻

に
区
分
さ
れ
る
。
そ
の
区
分
に
つ
い
て
『
古
事
記
』
序
文
は
以
下
の
よ
う

に
記
す
。

　
　

�

大
抵
、
記
せ
る
所
は
、
天
地
の
開
闢
け
し
よ
り
始
め
て
小
治
田
の
御

世
に
訖
る
。
故
、
天
御
中
主
神
よ
り
以
下
、
日
子
波
限
建
鵜
草
葺
不

合
命
よ
り
以
前
を
ば
、
上
つ
巻
と
為
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古
天
皇
よ
り

以
下
、
品
陀
の
御
世
よ
り
以
前
を
ば
、
中
つ
巻
と
為
、
大
雀
皇
帝
よ

り
以
下
、
小
治
田
大
宮
よ
り
以
前
を
ば
、
下
つ
巻
と
為
。

　

上
巻
は
神
話
、
中
・
下
巻
が
天
皇
記
と
な
り
、
各
天
皇
代
の
記
事
内
容

を
「
○
○
記
」
と
し
て
表
す
の
が
通
例
と
な
っ
て
い
る
。
各
天
皇
代
の
は

じ
ま
り
に
つ
い
て
は
、
初
代
神
武
天
皇
を
除
け
ば
、
ほ
ぼ
一
定
の
書
式
に

な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
第
二
代
綏
靖
天
皇
記
の
は
じ
ま
り
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

　
　

神
沼
河
耳
命
、
葛
城
の
高
岡
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治
め
き
。

（
綏
靖
記
）

　

ま
た
、
各
天
皇
記
の
后
妃
と
皇
子
女
条
に
お
い
て
、
多
く
の
場
合
、
後

に
即
位
す
る
御
子
に
つ
い
て
は
予
め
「
○
○
者
治
天
下
也
」
と
明
記
し
て

い
る
。
父
子
継
承
を
基
本
と
す
る
中
巻
の
場
合
、
複
数
の
御
子
に
「
治
天

下
」
と
記
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
兄
弟
間
で
の
継
承
が
行
わ
れ
る
下
巻

の
場
合
は
同
一
の
系
譜
内
に
お
い
て
複
数
の
人
物
に
対
し
て「
治
天
下
也
」
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と
記
さ
れ
る
場
合
が
し
ば
し
ば
あ
る（

（
（

。
そ
し
て
各
天
皇
記
の
末
に
つ
い
て

は
、
中
巻
の
場
合
は
一
貫
し
て
天
皇
の
宝
算
と
、
御
陵
の
記
事
で
終
わ
っ

て
い
る
。
し
か
し
下
巻
の
場
合
に
な
る
と
、
宝
算
と
御
陵
記
事
が
天
皇
崩

御
後
す
ぐ
に
記
さ
れ
、
次
の
天
皇
即
位
と
の
間
に
諸
々
の
物
語
が
記
さ
れ

る
場
合
が
見
ら
れ
る
。
今
回
は
特
に
こ
の
相
違
に
つ
い
て
検
討
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
武
田
祐
吉
は
、

　
　

�

こ
の
下
巻
に
お
け
る
先
帝
崩
後
、
新
帝
の
即
位
に
至
る
間
の
事
情
の

部
分
は
、
先
帝
の
御
記
と
新
帝
の
御
記
と
の
連
絡
文
と
も
い
ふ
べ
き

も
の
で
あ
っ
て
新
帝
の
御
記
が
、
御
名
、
皇
居
の
記
事
に
始
ま
る
と

す
る
解
釈
か
ら
は
、
こ
れ
を
先
帝
の
御
記
に
属
す
る
も
の
と
見
る
を

妥
当
と
す
る
。

と
説
く
の
に
対
し（

（
（

、
藤
原
照
等
は
、

　
　

�

中
巻
は
崩
後
の
こ
と
も
そ
の
天
皇
記
内
に
こ
め
ら
れ
て
い
て
、
各
記

ご
と
に
ま
と
ま
り
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
下
巻
で
は
、

崩
御
の
こ
と
は
そ
の
天
皇
記
と
次
の
天
皇
記
と
の
間
に
両
者
の
つ
な

ぎ
に
置
か
れ
て
い
て
、
天
皇
記
ご
と
の
ま
と
ま
り
は
崩
れ
て
い
る
。

と
指
摘
す
る（

（
（

。
吉
井
巌
は
、「
中
・
下
巻
は
共
通
形
式
を
持
つ
統
一
さ
れ

た
構
造
の
も
の
」
で
あ
る
と
説
き
、
先
帝
崩
後
、
新
帝
即
位
ま
で
の
記
事

は
、「
次
の
天
皇
が
決
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
先
帝
の
記
が
終
わ
る
と

い
う
共
通
の
内
容
を
持
っ
て
い
る
と
す
る（

（
（

が
、
そ
れ
で
は
宝
算
・
御
陵
記

事
の
記
載
位
置
が
異
な
る
こ
と
の
説
明
に
は
な
ら
な
い
。
以
下
に
検
討
し

て
行
き
た
い
。

　
　
　

二
、
中
巻
に
お
け
る
天
皇
御
代
替
わ
り
の
記
載
形
式

　

そ
こ
で
ま
ず
は
中
巻
に
お
け
る
各
天
皇
記
末
の
記
述
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。

　

・�

凡
そ
、此
の
神
倭
伊
波
礼
毘
古
天
皇
の
御
年
は
、壱
佰
参
拾
漆
歳
ぞ
。

御
陵
は
、
畝
火
山
の
北
の
方
の
白
檮
尾
の
上
に
在
り
。（
神
武
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
肆
拾
伍
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
衝
田
岡
に
在
り
。

（
綏
靖
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
肆
拾
玖
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
畝
火
山
の
み
ほ
と
に
在

り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
安
寧
記
末
）

　

・�
天
皇
の
御
年
は
、
肆
拾
伍
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
畝
火
山
の
真
名
子
谷
の

上
に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
懿
徳
記
末
）
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・�

天
皇
の
御
年
は
、
玖
拾
参
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
掖
上
の
博
多
山
の
上
に

在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
孝
昭
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
弐
拾
参
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
玉
手
岡
の
上
に
在

り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
孝
安
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
陸
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
片
岡
の
馬
坂
の
上
に
在

り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
孝
霊
記
末
）

　

・�

此
の
天
皇
の
御
年
は
、
伍
拾
漆
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
剣
池
の
中
岡
の
上

に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
孝
元
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
陸
拾
参
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
伊
耶
河
の
坂
の
上
に
在

り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
開
化
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
陸
拾
捌
歳
ぞ
〈
戊
寅
年
の
十
二
月
に
崩
り
ま

し
き
〉。
御
陵
は
、
山
辺
道
の
勾
之
岡
の
上
に
在
り
。　
（
崇
神
記
末
）

　

・�

此
の
天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
伍
拾
参
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
菅
原
の
御
立

野
の
中
に
在
り
。
又
、
其
の
大
后
比
婆
須
比
売
命
の
時
に
、
石
祝
作

を
定
め
、
又
、
土
師
部
を
定
め
き
。
此
の
后
は
、
狭
木
の
寺
間
の
陵

に
葬
り
き
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
垂
仁
記
末
）

　

・�

此
の
大
帯
日
子
天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
参
拾
漆
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
山

辺
道
の
上
に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
景
行
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
玖
拾
伍
歳
ぞ
〈
乙
卯
年
の
三
月
の
十
五
日
に
崩
り

ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
沙
紀
の
多
他
那
美
に
在
り
。　　
（
成
務
記
末
）

　

・�

凡
そ
、
帯
中
津
日
子
天
皇
の
御
年
は
、
伍
拾
弐
歳
ぞ
〈
壬
戌
年
の
六

月
の
十
一
日
に
崩
り
ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
河
内
の
恵
賀
の
長
江
に

在
り
〈
皇
后
は
、
御
年
一
百
歳
に
し
て
崩
り
ま
し
き
。
狭
城
の
楯
列

陵
に
葬
り
き
〉。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仲
哀
記
末
）

　

・�

凡
そ
、
此
の
品
陀
天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
参
拾
歳
ぞ
〈
甲
午
年
の
九

月
の
九
日
に
崩
り
ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
川
内
の
恵
賀
の
裳
伏
岡
に

在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
応
神
記
末
）

　

右
の
よ
う
に
各
天
皇
記
末
が
天
皇
の
宝
算
と
御
陵
記
事
で
終
わ
る
の
は

中
巻
に
お
い
て
一
致
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
、
崇
神
・
成
務
・
仲
哀
・
応

神
の
各
天
皇
に
つ
い
て
は
、
崩
御
年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
る
。
編
年
体
を

取
ら
な
い
『
古
事
記
』
に
お
い
て
崩
御
年
月
日
を
記
す
こ
と
の
意
義
が
明

ら
か
で
は
な
く
、
後
世
の
附
加
で
あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（

（
（

。
こ

こ
に
記
さ
れ
た
崩
御
年
月
日
が
こ
と
ご
と
く
『
日
本
書
紀
』
と
異
な
っ
て

い
る
と
い
う
点
も
ふ
く
め
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
だ
が
、
今
回
は
そ
こ
ま

で
論
じ
る
こ
と
は
出
来
な
い（

（
（

。

　

と
こ
ろ
で
、
各
天
皇
記
末
の
記
述
に
つ
い
て
、『
日
本
書
紀
』
と
の
比

較
に
お
い
て
も
う
ひ
と
つ
確
認
し
て
お
く
な
ら
ば
、『
古
事
記
』
の
場
合
、

『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
っ
て
、
崩
御
が
即
ち
天
皇
代
の
替
わ
り
目
と
な

る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
例
え
ば
神
武
記
の
場
合
、「
故
、
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天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
に
、
…
…
…
」（
神
武
記
）
と
い
う
書
き
出
し
で
、

神
武
天
皇
の
崩
御
後
の
こ
と
と
し
て
当
芸
志
美
々
命
の
反
乱
の
物
語
と
、

神
沼
名
河
耳
命
（
綏
靖
天
皇
）
の
即
位
に
至
る
次
第
が
記
さ
れ
る
。
そ
の

後
に
神
武
天
皇
の
宝
算
・
御
陵
記
事
が
記
さ
れ
て
神
武
記
が
終
わ
る
。
同

様
の
こ
と
は
仲
哀
記
・
応
神
記
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
仲
哀
記
の
場

合
は
、
託
宣
を
信
じ
な
か
っ
た
天
皇
が
神
の
怒
り
に
触
れ
て
命
を
落
と
す

と
い
う
特
殊
な
状
況
が
描
か
れ
る
。

　
　

�

爾
く
し
て
、
其
の
神
、
大
き
に
忿
り
て
詔
ひ
し
く
、「
凡
そ
、
茲
の

天
の
下
は
、
汝
が
知
る
べ
き
国
に
非
ず
。
汝
は
一
道
に
向
へ
」
と
の

り
た
ま
ひ
き
。
是
に
、
建
内
宿
禰
大
臣
が
白
し
し
く
、「
恐
し
。
我

が
天
皇
、
猶
其
の
大
御
琴
を
あ
そ
ば
せ
」
と
ま
を
し
き
。
爾
く
し
て
、

稍
く
其
の
御
琴
を
取
り
依
せ
て
、ま
な
ま
な
に
控
き
て
坐
し
き
。故
、

未
だ
幾
久
も
あ
ら
ず
し
て
、
御
琴
の
音
聞
え
ず
。
即
ち
火
を
挙
げ
て

見
れ
ば
、
既
に
崩
り
ま
し
訖
り
ぬ
。　　
　
　
　
　
　
　

（
仲
哀
記
）

　

こ
の
後
に
殯
宮
が
営
ま
れ
て
国
の
大
祓
が
行
わ
れ
、
改
め
て
神
の
託
宣

を
請
う
た
際
に
、「
凡
そ
、
此
の
国
は
、
汝
命
の
御
腹
に
坐
す
御
子
の
知

ら
さ
む
国
ぞ
」
と
教
え
覚
さ
れ
る
が
、
こ
の
御
子
は
仲
哀
記
冒
頭
の
系
譜

に
お
い
て
、「
坐
腹
平
国
也
」
と
記
さ
れ
る
、
後
の
応
神
天
皇
を
指
し
て

い
る
。
天
皇
崩
御
の
後
に
は
、
神
功
皇
后
の
新
羅
親
征
→
鎮
懐
石
と
釣
魚

→
忍
熊
王
の
反
乱
→
気
比
大
神
→
酒
楽
の
歌
と
展
開
し
て
お
り
、
神
功
皇

后
の
腹
中
に
坐
し
、
後
に
出
生
す
る
御
子
の
「
記
」
と
す
る
か
、
若
し
く

は
そ
の
御
子
を
宿
す
神
功
皇
后
の
「
記
」
と
言
っ
て
も
お
か
し
く
は
な
い

と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
記
事
が
す
べ
て
終
わ
っ
た
と
こ
ろ

で
、
最
後
に
仲
哀
天
皇
の
宝
算
と
御
陵
記
事
が
記
載
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ

ま
で
が
仲
哀
記
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
、
若
し
く
は
判
断
さ
れ
る
よ
う
に

構
成
さ
れ
て
い
る
。『
日
本
書
紀
』
で
は
、
仲
哀
崩
御
後
は
巻
が
変
わ
っ

て
神
功
皇
后
紀
（
巻
九
）
と
な
り
、
更
に
応
神
即
位
前
紀
（
巻
十
）
に
記

さ
れ
る
、
そ
の
内
容
が
、『
古
事
記
』
で
は
す
べ
て
仲
哀
記
に
位
置
付
け

ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

応
神
記
の
場
合
は
、
后
妃
と
皇
子
女
の
記
事
に
続
い
て
、
三
皇
子
の
分

掌
→
応
神
天
皇
の
国
見
と
成
婚
（
宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
誕
生
）
→
髪
長
比

売
と
太
子
大
雀
命
と
の
婚
姻
→
国
主
の
歌
・
百
済
の
朝
賀
、
と
い
っ
た
記

事
が
並
ん
だ
後
に
、「
故
、
天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
に
」
と
い
う
、
神
武

記
の
場
合
と
似
通
っ
た
形
で
、
そ
の
後
の
大
山
守
命
の
反
乱
→
宇
遅
能
和

紀
郎
子
の
崩
御
→
「
又
、
昔
」
の
書
き
出
し
に
よ
る
天
之
日
矛
の
渡
来
譚

→
そ
れ
に
続
く
秋
山
の
神
と
春
山
の
神
の
兄
弟
妻
争
い
→
最
後
に
応
神
天

皇
の
子
孫
の
記
事
が
あ
り
、
宝
算
・
御
陵
記
事
で
終
わ
る
。
本
来
は
后
妃

と
皇
子
女
の
記
事
の
続
き
と
し
て
記
さ
れ
る
べ
き
系
譜
が
、
末
尾
に
記
さ
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れ
て
い
る
点
は
異
質
で
あ
る
が
、
宝
算
・
御
陵
記
事
が
あ
る
こ
と
で
こ
の

天
皇
記
が
終
わ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
と
併
せ
て
、
こ
こ
に
応
神
天

皇
の
子
孫
系
譜
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
こ
こ
ま
で
す
べ
て
含
め
る
か

た
ち
で
応
神
記
が
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
も
そ
も
の
誕
生

が
仲
哀
記
の
新
羅
征
討
に
関
わ
る
神
託
か
ら
始
ま
っ
て
い
た
応
神
天
皇
の

治
世
自
体
は
、
百
済
の
朝
賀
を
も
っ
て
「
し
め
く
く
り
」
と
な
る
と
い
わ

れ
る
よ
う
に（

（
（

、
応
神
治
世
は
そ
の
崩
御
に
よ
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
と
思
わ

れ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
内
容
と
し
て
は
仁
徳
即
位
前
記
と
も
言
え
る
大

山
守
命
の
反
乱
・
宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
崩
御
の
話
に
加
え
て
、
天
之
日
矛

関
連
の
話
が
記
さ
れ
、
そ
れ
も
す
べ
て
応
神
記
と
し
て
記
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、『
古
事
記
』
中
巻
の
場
合
、
天
皇
崩
御
で
そ
の
天
皇

記
は
終
わ
ら
ず
、
次
期
天
皇
即
位
の
直
前
ま
で
の
す
べ
て
の
記
事
が
含
ま

れ
、宝
算
と
御
陵
を
記
す
こ
と
で
そ
の
天
皇
記
の
終
わ
り
を
示
し
て
い
る
。

上
・
中
・
下
の
三
巻
構
成
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
中
・
下
巻
の
場

合
、
内
実
と
し
て
の
天
皇
記
の
推
移
に
つ
い
て
は
不
明
瞭
で
あ
る
と
も
言

え
る
が
、
中
巻
の
内
容
が
応
神
天
皇
の
御
世
以
前
で
あ
り
、
下
巻
が
仁
徳

天
皇
以
後
と
す
る
、
と
い
う
序
文
の
認
識
に
従
え
ば
、
応
神
崩
御
以
後
の

物
語
も
す
べ
て
応
神
記
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
動
か
な
い
。

　

一
方
の
上
巻
か
ら
中
巻
へ
の
移
行
に
つ
い
て
も
、
神
武
即
位
か
ら
を
中

巻
と
す
る
こ
と
も
あ
り
え
た
と
思
わ
れ
る
が
そ
う
な
っ
て
は
い
な
い
。
神

話
か
ら
歴
代
天
皇
巻
へ
と
い
う
特
殊
性
と
、
初
代
天
皇
即
位
の
物
語
で
あ

る
こ
と
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

上
巻
神
話
の
末
尾
に
は
、
中
巻
以
降
と
共
通
す
る
記
述
内
容
が
見
ら
れ

る
。

　
　

�

故
、
日
子
穂
々
手
見
命
は
、
高
千
穂
の
宮
に
坐
す
こ
と
、
伍
佰
捌
拾

歳
ぞ
。
御
陵
は
、
即
ち
高
千
穂
の
山
の
西
に
在
り
。　　

（
神
代
記
）

　

中
巻
の
書
式
に
併
せ
て
見
れ
ば
、
右
の
記
述
は
穂
々
手
見
命
（
火
遠
理

命
）
の
世
は
こ
こ
で
終
わ
り
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

穂
々
手
見
命
の
こ
の
記
事
は
神
武
記
以
降
の
各
御
世
末
の
記
事
の
先
蹤
を

な
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

こ
の
後
、
上
巻
は
次
の
記
事
で
終
わ
る
。

　
　

�

是
の
天
津
日
高
日
子
波
限
建
鵜
葺
草
葺
不
合
命
、
其
の
姨
玉
依
毘
売

命
を
娶
り
て
、
生
み
し
御
子
の
名
は
、
五
瀬
命
。
次
に
、
稲
氷
命
。

次
に
、
御
毛
沼
命
。
次
に
、
若
御
毛
沼
命
、
亦
の
名
は
豊
御
毛
沼
命
、

亦
の
名
は
、
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
〈
四
柱
〉。
故
、
御
毛
沼
命
は
、

浪
の
穂
を
踏
み
て
常
世
国
に
渡
り
坐
し
、
稲
氷
命
は
、
妣
の
国
と
為
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て
、
海
原
に
入
り
坐
し
き
。

　

形
式
と
し
て
は
、
穂
々
手
見
命
の
御
陵
記
事
で
そ
の
世
が
終
わ
り
、
右

の
系
譜
記
事
が
鵜
葺
草
葺
不
合
命
の
世
の
記
事
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
鵜

葺
草
葺
不
合
命
の
崩
御
・
陵
墓
記
事
を
載
せ
な
い
理
由
は
定
か
で
は
な
い
。

こ
こ
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
代
に
残
る
の
が
五
瀬
命
と
神
倭
伊
波

礼
毘
古
命
の
二
柱
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

続
く
中
巻
の
冒
頭
は
「
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
と
其
の
い
ろ
兄
五
瀬
命
と

の
二
柱
」
が
行
為
者
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
五
瀬
命
が
登
美
毘
古
に
矢

を
射
ら
れ
て
崩
ず
る
ま
で
続
い
て
い
る
。
五
瀬
命
が
矢
を
射
ら
れ
た
際
に

発
し
た
言
葉
は
「
詔
」
に
よ
っ
て
記
さ
れ
、
落
命
の
際
に
は
「
崩
」
の
字

が
用
い
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
陵
は
、
即
ち
紀
国
の
竈
山
に
在
り
」
と
い
う

よ
う
に
陵
墓
記
事
が
記
さ
れ
る
。
見
よ
う
に
よ
っ
て
は
、
中
巻
冒
頭
か
ら

こ
こ
ま
で
の
内
容
は
五
瀬
命
の
「
記
」
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
先
が
神
倭
伊

波
礼
毘
古
命
の
物
語
と
な
る
と
も
言
え
る
。
少
な
く
と
も
こ
こ
ま
で
の
話

で
は
神
倭
伊
波
礼
毘
古
命
が
初
代
天
皇
と
し
て
即
位
す
る
こ
と
を
前
提
と

し
て
い
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
こ
の
後
に
続
く
東
征
の
内
容

も
含
め
て
、
な
ぜ
こ
れ
が
上
巻
末
で
は
な
く
、
中
巻
に
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
か
、
中
巻
か
ら
下
巻
に
か
け
て
の
展
開
を
あ
わ
せ
て
考
え
た
際
に
そ
れ

は
決
し
て
自
明
な
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
明
確
な
こ
と
は
言
え
な
い
が
、

や
は
り
初
代
と
い
う
と
こ
ろ
に
そ
の
要
因
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
天
皇

と
し
て
即
位
す
る
ま
で
の
階
梯
を
、
そ
の
天
皇
自
体
の
物
語
と
し
て
即
位

後
と
併
せ
て
伝
え
る
意
図
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
が
、
天
皇
崩
御

後
も
そ
の
ま
ま
そ
の
天
皇
記
が
続
く
よ
う
に
構
成
さ
れ
て
い
る
の
は
何
故

か
。
神
武
記
と
同
じ
よ
う
に
綏
靖
即
位
に
至
る
過
程
を
綏
靖
記
と
し
な
い

の
は
何
故
か
。
つ
ま
り
、『
日
本
書
紀
』
と
同
じ
よ
う
に
即
位
前
記
を
も

た
な
い
の
は
何
故
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　

中
巻
に
限
っ
て
言
え
ば
、
次
の
天
皇
が
即
位
す
る
ま
で
の
間
は
、
例
え

途
中
で
そ
の
御
世
の
天
皇
が
崩
御
し
て
い
て
も
天
皇
代
は
変
わ
ら
な
い
。

そ
の
前
提
は
応
神
記
ま
で
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。
原
則
と
し
て
直
線
的
に

時
間
が
流
れ
て
行
く
『
古
事
記
』
の
場
合
、
即
位
記
事
の
後
に
そ
の
即
位

に
至
る
過
程
を
描
く
と
い
う
の
は
な
じ
ま
な
い
。
だ
が
、
先
帝
崩
御
の
直

後
を
そ
の
天
皇
記
の
終
わ
り
と
す
る
と
、
空
位
期
間
で
あ
る
こ
と
を
明
確

に
示
す
こ
と
に
な
る
。

　

中
巻
は
神
武
天
皇
の
ヤ
マ
ト
入
り
が
描
か
れ
、
そ
の
後
は
ヤ
マ
ト
を
中

心
と
し
て
天
皇
支
配
領
域
の
拡
充
、天
下
支
配
の
確
立
が
描
か
れ
て
い
く
。

そ
の
テ
ー
マ
に
従
う
な
ら
ば
、
天
皇
空
位
期
間
を
形
式
的
に
も
設
け
る
わ

け
に
は
行
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
神
武
天
皇
即
位
以
降
は
、
常
に
天
下

は
天
皇
に
よ
っ
て
治
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
前
提
が
不
可
欠
で
あ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
書
式
と
し
て
そ
れ
を
示
す
の
が
、
宝
算
・
御
陵
記
事
→
治
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天
下
記
事
と
い
う
連
続
性
な
の
で
は
な
い
か
。
天
皇
崩
御
後
は
、
そ
の
天

皇
の
御
子
た
ち
の
物
語
と
し
て
、
あ
く
ま
で
も
父
天
皇
の
時
代
の
物
語
と

し
て
記
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。
こ
の
場
合
、
注

意
さ
れ
る
の
は
、
中
巻
の
場
合
に
は
基
本
的
に
天
皇
代
替
わ
り
は
次
に
誰

が
即
位
す
る
の
か
と
い
う
前
提
が
設
け
ら
れ
て
話
が
展
開
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
綏
靖
以
降
は
系
譜
記
事
の
中
で
、
御
子
の
中
の
誰
が
天

下
を
治
め
る
の
か
が
明
記
さ
れ
て
い
る
。
実
は
神
武
天
皇
の
場
合
も
、
綏

靖
天
皇
の
場
合
も
、
系
譜
記
事
な
ど
に
お
い
て
「
治
天
下
」
が
先
取
り
的

に
記
述
さ
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
、
特
に
綏
靖
天
皇
の
場
合
、
五
人
の
皇

子
の
う
ち
、
誰
が
第
二
代
の
天
皇
と
な
る
の
か
、
事
前
に
保
証
は
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
（
但
し
多
芸
志
美
々
命
討
伐
の
後
の
系
譜
的
記
述
の
中

に
「
治
天
下
」
記
事
が
見
ら
れ
る
）。
し
か
し
、
ヤ
マ
ト
で
婚
姻
し
た
伊

須
気
余
理
比
売
が
正
妃
で
あ
る
こ
と
が
明
示
さ
れ
、
伊
須
気
余
理
比
売
の

御
子
が
皇
位
を
継
ぐ
と
い
う
こ
と
は
前
提
と
な
っ
て
い
る
よ
う
に
読
め

る
。
そ
し
て
中
巻
で
は
必
ず
父
の
世
代
か
ら
子
の
世
代
へ
と
継
承
さ
れ
、

兄
弟
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
神
武
天
皇
崩
御
後
も
神
武
記
で
あ
り

続
け
ら
れ
る
の
は
、「
治
天
下
」
が
連
続
的
に
次
の
天
皇
に
受
け
継
が
れ

る
こ
と
を
意
図
し
て
の
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
誰
が
皇
位
を
継
承
す
る
の

か
、
前
提
と
し
て
定
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
皇
位
を
め
ぐ
る
争
い

は
、
す
べ
て
「
謀
反
」
と
い
う
扱
い
と
な
る
。
既
に
指
摘
が
な
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
中
巻
と
下
巻
と
で
反
乱
物
語
の
質
が
異
な
る
の
は
、
実
は
こ

う
し
た
天
皇
代
替
わ
り
の
記
述
方
式
の
違
い
に
関
わ
っ
て
い
る
も
の
と
思

わ
れ
る
の
で
あ
る（

（
（

。

　

天
皇
空
位
期
間
と
い
う
の
は
、
統
治
者
不
在
の
状
況
と
な
る
わ
け
で
あ

り
、
天
下
が
不
安
定
な
状
況
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
中
巻
に
お
い

て
は
、
そ
う
し
た
不
安
定
な
状
況
を
描
か
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。『
古
事
記
』
中
・
下
巻
は
、
上
巻
の
神
話
世
界
を
背
負
う
形
で
描

か
れ
て
い
る
も
の
と
見
ら
れ
る
が
、
統
治
者
と
し
て
の
天
皇
の
不
在
の
状

況
は
、
神
話
世
界
に
当
て
嵌
め
て
み
れ
ば
、
須
佐
之
男
命
が
海
原
の
統
治

を
行
わ
な
か
っ
た
状
態
、
そ
し
て
天
照
大
御
神
が
岩
屋
に
籠
も
っ
て
し

ま
っ
た
状
態
と
重
な
り
合
う
も
の
で
あ
る
。統
治
者
不
在
の
状
態
で
は「
万

の
妖
」
が
悉
く
に
起
こ
る（
（1
（

。
中
巻
に
お
け
る
統
治
の
連
続
性
は
、
そ
う
し

た
「
万
の
妖
」、
即
ち
無
秩
序
な
状
態
・
期
間
を
設
け
な
い
た
め
の
措
置

で
あ
る
と
見
る
こ
と
も
出
来
よ
う
か
。
仲
哀
天
皇
崩
御
の
際
に
は
、
そ
う

し
た
危
機
的
状
況
で
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
国
の
大
祓
を
行
う
と

い
う
こ
と
、
そ
し
て
仲
哀
崩
御
に
関
わ
っ
て
い
た
の
が
他
な
ら
ぬ
天
照
大

神
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
秩
序
の
崩
壊
を
招
く
こ
と
が
な
い
の

で
あ
る（
（1
（

。



國學院雜誌　第 120 巻第 11 号（2019年） ― 52 ―
　
　
　

三
、
下
巻
に
お
け
る
天
皇
御
代
替
わ
り
の
記
載
形
式

　

そ
う
し
た
中
巻
に
対
し
て
、
先
述
の
通
り
下
巻
は
様
相
が
異
な
っ
て
い

る
。
ま
ず
は
下
巻
の
各
天
皇
記
に
記
さ
れ
る
宝
算
と
御
陵
記
事
を
列
挙
す

る
。
◎
を
付
し
た
の
は
そ
れ
ぞ
れ
天
皇
記
の
途
中
に
宝
算
・
御
陵
記
事
が

あ
る
も
の
。
そ
れ
以
外
は
中
巻
と
同
じ
く
各
天
皇
記
末
に
記
さ
れ
て
い
る

も
の
で
あ
る
。

　

・�

此
の
天
皇
の
御
年
は
、
捌
拾
参
歳
ぞ
〈
丁
卯
年
の
八
月
の
十
五
日
に

崩
り
ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
毛
受
の
耳
原
に
在
り
。　　
（
仁
徳
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
陸
拾
肆
歳
ぞ
〈
壬
申
年
の
正
月
の
三
日
に
崩
り
ま

し
き
〉。
御
陵
は
、
毛
受
に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
（
履
中
記
末
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
陸
拾
歳
ぞ
〈
丁
丑
年
の
七
月
に
崩
り
ま
し
き
〉。

御
陵
は
、
毛
受
野
に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
反
正
記
末
）

　

◎�

天
皇
の
御
年
は
、
漆
拾
捌
歳
ぞ
〈
甲
午
年
の
正
月
十
五
日
に
崩
り
ま

し
き
〉。
御
陵
は
、
河
内
の
恵
賀
の
長
枝
に
在
り
。
天
皇
崩
り
ま
し

し
後
に
、
…
…
…　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
允
恭
記
）

　

◎
天
皇
の
御
年
は
、
伍
拾
陸
歳
ぞ
。
御
陵
は
、
菅
原
の
伏
見
岡
に
在
り
。

（
安
康
記
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
壱
佰
弐
拾
肆
歳
ぞ
〈
己
巳
年
の
八
月
の
九
日
に
崩

り
ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
河
内
の
多
治
比
の
高
鸇
に
在
り
。

（
雄
略
記
末
）

　

◎�

故
、
天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
に
、
天
の
下
を
治
む
べ
き
王
無
し
。
是

に
、
日
継
知
ら
さ
む
王
を
問
ひ
て
、
市
辺
忍
歯
別
王
の
妹
、
忍
海
郎

女
、亦
の
名
は
飯
豊
王
を
、葛
城
の
忍
海
の
高
木
角
刺
宮
に
坐
せ
き
。

（
清
寧
記
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
参
拾
捌
歳
ぞ
。
天
の
下
を
治
む
る
こ
と
、
八
歳
ぞ
。

御
陵
は
、
片
岡
の
石
坏
岡
の
上
に
在
り
。　　
　
　
　
　

（
顕
宗
記
）

　

・�

ナ
シ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
仁
賢
記
）

　

◎�

此
の
天
皇
、
太
子
無
し
。
故
、
御
子
代
と
為
て
、
小
長
谷
部
を
定
め

き
。
御
陵
は
、
片
岡
の
石
坏
岡
に
在
り
。

　
　

天
皇
崩
り
ま
す
に
、
日
続
を
知
ら
す
べ
き
王
無
し
。　　

（
武
烈
記
）

　

・�

天
皇
の
御
年
は
、
肆
拾
参
歳
ぞ
〈
丁
未
年
の
四
月
の
九
日
に
崩
り
ま

し
き
〉。
御
陵
は
、
三
島
の
藍
陵
ぞ
。　　
　
　
　
　
　
（
継
体
記
末
）

　

・�

此
の
天
皇
は
、
御
子
無
し
〈
乙
卯
年
の
三
月
の
十
三
日
に
崩
り
ま
し

き
〉。
御
陵
は
、
河
内
の
古
市
の
高
屋
村
に
在
り
。　　
（
安
閑
記
末
）

　

・�

ナ
シ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
宣
化
記
）

　

・�
ナ
シ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
欽
明
記
）

　

・�〈
甲
辰
年
の
四
月
の
六
日
に
崩
り
ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
川
内
の
科
長
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に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
敏
達
記
末
）

　

・�

此
の
天
皇
は
、〈
丁
未
年
の
四
月
の
十
五
日
に
崩
り
ま
し
き
〉。
御
陵

は
、
石
寸
の
掖
上
に
在
り
し
に
、
後
に
科
長
の
中
の
陵
に
遷
し
き
。

（
用
明
記
末
）

　

・�

弟
、
長
谷
部
若
雀
天
皇
、
倉
椅
の
柴
垣
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治

む
る
こ
と
、四
歳
ぞ〈
壬
子
年
の
十
一
月
の
十
三
日
に
崩
り
ま
し
き
〉。

御
陵
は
、
倉
椅
岡
の
上
に
在
り
。　　
　
　
　
　
　
　
　

（
崇
峻
記
）

　

・�

妹
、
豊
御
食
炊
屋
比
売
命
、
小
治
田
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治
む

る
こ
と
、
卅
七
歳
ぞ
〈
戊
子
年
の
三
月
の
十
五
日
癸
丑
の
日
に
崩
り

ま
し
き
〉。
御
陵
は
、
大
野
岡
の
上
に
在
り
し
に
、
後
に
科
長
の
大

陵
に
遷
し
き
。　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
推
古
記
）

　

仁
賢
記
以
降
は
系
譜
的
記
述
の
み
と
な
り
、
ま
た
記
載
形
式
に
も
ば
ら

つ
き
が
生
じ
て
い
る
面
が
あ
る
の
で
、
例
え
ば
御
陵
記
事
の
有
無
な
ど
に

つ
い
て
、
仁
賢
記
以
前
と
同
じ
よ
う
に
扱
っ
て
良
い
か
ど
う
か
は
問
題
が

あ
る
。
ま
た
、
下
巻
各
天
皇
記
の
は
じ
め
に
は
、
真
福
寺
本
に
限
ら
れ
る

が
、即
位
す
る
天
皇
と
先
代
の
天
皇
と
の
続
柄
を
示
す
記
述
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
冒
頭
に
記
さ
れ
る
語
を
示
す
と
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
。

　
　

�

履
中
（
子
）、
反
正
（
弟
）、
允
恭
（
弟
）、
安
康
（
御
子
）、
雄
略
（
ナ

シ
）、清
寧（
御
子
）、顕
宗（
伊
奘
本
別
王
御
子
市
辺
忍
歯
王
御
子
）、

仁
賢
（
袁
祁
王
兄
）、
武
烈
（
ナ
シ
）、
継
体
（
品
太
王
五
世
孫
）、

安
閑
（
御
子
）、
宣
化
（
弟
）、
欽
明
（
弟
）、
敏
達
（
御
子
）、
用
明

（
弟
）、
崇
峻
（
弟
）、
推
古
（
妹
）

　

履
中
天
皇
条
の
「
子
」
は
兼
永
本
以
下
卜
部
系
諸
本
に
も
見
え
る
も
の

の
、
他
は
真
福
寺
本
に
し
か
見
え
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
れ
を
本
文
と

は
認
め
な
い
立
場
も
あ
る（
（1
（

。
は
じ
め
か
ら
本
文
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
断

し
難
い
が
、
西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
等
も
言
う
よ
う
に
、
中
巻
と
は

異
な
る
皇
位
継
承
順
の
複
雑
さ
が
こ
の
よ
う
な
記
述
を
必
要
と
し
た
所
以

で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う（
（1
（

。
な
お
、
雄
略
・
武
烈
に
つ
い
て
は
続
柄

の
記
述
が
な
い
。
こ
の
う
ち
、
特
に
雄
略
の
場
合
は
後
述
す
る
よ
う
に
先

代
の
安
康
天
皇
崩
御
か
ら
雄
略
即
位
に
至
る
過
程
の
叙
述
内
容
と
関
わ
っ

て
、
率
直
に
「
弟
」
と
記
さ
れ
な
い
理
由
が
あ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、
下
巻
の
允
恭
・
安
康
・
清
寧
天
皇
記
に
お
い
て
は
、
天
皇
崩
御

記
事
に
続
い
て
宝
算
・
御
陵
記
事
が
記
さ
れ
る
。中
巻
の
論
理
に
則
れ
ば
、

こ
こ
で
こ
の
天
皇
記
は
終
わ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
次
の
天
皇
「
治

天
下
」
記
事
ま
で
の
間
に
、
所
謂
即
位
前
記
的
な
物
語
が
展
開
す
る
の
は

周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
中
巻
に
お
い
て
は
前
天
皇
記
に
含
ま
れ
て
い
た
こ

れ
ら
の
物
語
に
つ
い
て
、
下
巻
も
同
様
に
考
え
る
べ
き
な
の
か
否
か
。
形
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式
に
拘
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
空
位
期
間
と
し
て
、
前
天
皇
と
次
期
天
皇
と

の
狭
間
に
位
置
す
る
記
事
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
即
位
前
記
的
記
事
と

い
う
捉
え
方
は
、
例
え
ば
允
恭
の
次
に
安
康
、
安
康
の
次
に
雄
略
、
清
寧

の
次
に
顕
宗
天
皇
が
即
位
す
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
成
り
立
つ
が
、『
古

事
記
』
の
場
合
は
そ
う
と
は
言
い
き
れ
な
い
面
が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に

誰
が
即
位
す
る
の
か
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
描
か
な
い
と
い
う
あ
り
方
。

つ
ま
り
は
皇
位
継
承
を
め
ぐ
る
物
語
な
の
で
あ
っ
て
、
中
巻
が
「
反
乱
物

語
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
下
巻
の
場
合
は
あ
く
ま
で
「
皇
位
継
承
の
物

語
」
と
い
う
位
置
付
け
に
な
る
の
で
あ
る（
（1
（

。
軽
太
子
の
同
母
兄
妹
婚
の
物

語
や
、
大
長
谷
王
に
よ
る
兄
や
従
兄
の
殺
害
は
、
統
治
者
不
在
の
状
況
故

に
起
こ
り
え
た
こ
と
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。

　

ま
ず
は
允
恭
記
か
ら
安
康
記
に
か
け
て
の
場
面
を
検
討
し
た
い
。
允
恭

天
皇
の
宝
算
・〈
崩
年
〉・
御
陵
記
事
の
後
、「
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
に
」

と
い
う
、
神
武
記
や
応
神
記
と
同
じ
記
述
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
の
後
以
下

の
よ
う
な
記
述
を
経
て
軽
大
郎
女
と
の
同
母
兄
妹
婚
へ
と
展
開
し
て
行
く
。

　
　

�

木
梨
之
軽
太
子
の
日
継
を
知
ら
す
こ
と
を
定
め
た
る
に
、
未
だ
位
に

即
か
ぬ
間
に
、
其
の
い
ろ
妹
、
軽
大
郎
女
を
姦
し
て
、
…
…

　
「
定
め
た
る
に
」
と
あ
る
と
こ
ろ
、
新
編
頭
注
に
は
、「
構
文
か
ら
見
て
、

「
定
」
は
他
動
詞
と
解
す
べ
き
も
の
。
臣
下
が
定
め
た
こ
と
を
い
う
」
と

説
く（
（1
（

。「
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
に
」
の
「
後
」
が
、「
定
」
に
か
か
る
と
見

れ
ば
、
そ
う
な
る
が
、
本
居
宣
長
が
「
定
ま
れ
る
を
」
と
訓
じ
、「
天
皇

崩
坐
て
後
に
始
め
て
太
子
と
定
奉
り
し
如
く
聞
ゆ
め
れ
ど
、然
に
は
非
ず
」

と
し
て
既
に
即
位
が
定
ま
っ
て
い
た
と
捉
え
て
い
る（
（1
（

。
諸
テ
キ
ス
ト
・
注

釈
書
も
ほ
ぼ
同
様
の
理
解
を
示
し
て
い
る
が
、解
釈
の
仕
方
に
よ
る
の
で
、

ど
ち
ら
と
も
決
め
か
ね
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、
軽
太
子
即

位
が
規
定
路
線
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
が
覆
さ
れ
た
こ
と
に
あ

る
。『
日
本
書
紀
』
を
比
較
す
れ
ば
分
か
る
よ
う
に
、
同
母
兄
妹
婚
は
必

ず
し
も
即
位
を
不
可
能
に
す
る
事
柄
で
は
な
い
。
し
か
し
『
古
事
記
』
の

場
合
は
同
母
兄
妹
婚
が
発
覚
し
た
後
に
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
る
。

　
　

�

是
を
以
て
、
百
官
と
天
の
下
の
人
等
と
、
軽
太
子
を
背
き
て
、
穴
穂

御
子
に
帰
り
き
。

　

臣
下
に
背
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
軽
太
子
は
即
位
の
正
当
性
を
失
う
こ

と
に
な
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
父
允
恭
天
皇
が
病
を
理
由
に
即
位
を
辞

退
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
臣
下
の
進
言
に
よ
っ
て
即
位
に
至
る
と
い

う
流
れ
の
対
局
に
あ
る
と
の
指
摘
が
な
さ
れ
て
い
る（
（1
（

。
軽
太
子
と
軽
大
郎
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女
と
の
同
母
兄
妹
婚
に
よ
っ
て
、
軽
太
子
か
ら
人
心
が
離
れ
、
そ
の
結
果

と
し
て
穴
穂
御
子
＝
安
康
天
皇
即
位
が
導
か
れ
る
が
、
こ
れ
を
安
康
即
位

前
記
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
出
来
る
か
ど
う
か
。
少
な
く
と
も
允
恭

崩
御
後
の
記
述
形
式
と
し
て
は
、
安
康
即
位
を
前
提
と
し
た
書
き
方
が
な

さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
中
巻
と
異
な
っ
て
、
親
の
世
代
か

ら
子
の
世
代
へ
と
皇
位
が
継
承
さ
れ
て
い
く
前
提
が
成
り
立
っ
て
い
な
い

下
巻
に
お
い
て
は
、
中
巻
以
上
に
、
天
皇
崩
御
後
の
展
開
は
不
安
定
な
も

の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。『
日
本
書
紀
』
と
は
異
な
っ
て
軽
太
子
の
同

母
兄
妹
婚
を
天
皇
崩
御
後
の
出
来
事
と
し
て
描
い
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ

ば
、
よ
り
不
安
定
な
状
況
を
演
出
し
て
い
る
と
も
言
え
る
（
そ
の
点
で
は

意
祁
・
袁
祁
二
王
子
の
発
見
を
清
寧
天
皇
崩
御
後
と
す
る
の
も
同
様
で
あ

ろ
う
）。
さ
て
、「
天
皇
崩
り
ま
し
し
後
に
、
木
梨
之
軽
太
子
の
日
継
を
知

ら
す
こ
と
を
定
め
た
る
に
、
未
だ
位
に
即
か
ぬ
間
に
、
其
の
い
ろ
妹
、
軽

大
郎
女
を
姦
し
て
、
歌
ひ
て
曰
は
く
」
で
始
ま
る
一
連
の
歌
と
物
語
は
、

人
心
が
穴
穂
御
子
に
帰
す
る
こ
と
を
描
き
、
軽
太
子
が
穴
穂
御
子
に
よ
っ

て
捕
ら
え
ら
れ
る
こ
と
を
描
く
な
ど
、
確
か
に
安
康
即
位
の
正
当
性
を
物

語
る
内
容
・
意
図
を
含
み
持
つ
も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
軽

太
子
と
軽
大
郎
女
と
の
悲
恋
物
語
を
描
く
こ
と
に
中
心
が
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
こ
の
物
語
の
終
わ
り
は
、「
如
此
歌
ひ
て
、
即
ち
供
に
自
ら
死
に
き
。

故
、
此
の
二
つ
の
歌
は
、
読
歌
ぞ
」
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
く
ま

で
も
軽
の
兄
妹
の
物
語
と
し
て
閉
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
直
後

に
「
御
子
、
穴
穂
御
子
、
石
上
の
穴
穂
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下
を
治
め
き
」

と
あ
っ
て
安
康
記
が
始
ま
る
。
で
は
、
允
恭
崩
御
後
か
ら
安
康
「
治
天
下
」

ま
で
の
こ
の
話
を
ど
う
位
置
付
け
る
の
か
。允
恭
記
の
範
疇
か
ら
は
外
れ
、

か
つ
安
康
天
皇
即
位
前
記
的
位
置
付
け
と
も
異
な
り
、「
軽
太
子
の
記
」

と
で
も
い
う
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

次
に
、
安
康
天
皇
の
崩
御
後
の
諸
々
の
物
語
は
、
雄
略
即
位
前
記
的
意

義
を
持
つ
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
だ
が
、
必
ず
し
も

『
日
本
書
紀
』
の
よ
う
に
雄
略
天
皇
の
即
位
を
前
提
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
点
、
注
意
を
要
す
る
。
安
康
天
皇
の
崩
御
は
、
皇
后
長

田
大
郎
女
の
子
の
目
弱
王
が
、
実
父
で
あ
る
大
日
下
王
の
仇
を
取
る
た
め

に
義
父
の
安
康
天
皇
を
殺
害
す
る
と
い
う
、
特
異
な
形
で
描
か
れ
る
。
目

弱
王
が
安
康
天
皇
殺
害
後
に
臣
下
で
あ
る
都
夫
良
意
富
美
の
家
に
逃
げ
た

こ
と
を
記
し
た
後
に
天
皇
の
宝
算
と
御
陵
記
事
が
記
さ
れ
る
の
で
、
安
康

記
の
終
わ
り
を
こ
の
位
置
と
し
て
判
断
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。

直
後
に
「
爾
く
し
て
、
大
長
谷
王
子
は
、
当
時
童
男
な
り
」
で
次
の
話
が

始
ま
る
故
に
、
こ
こ
か
ら
先
を
大
長
谷
王
子
、
即
ち
雄
略
天
皇
の
物
語
と

し
て
読
む
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
が
、
物
語
の
視
点
は
、
大
長
谷
王

子
、
都
夫
良
意
富
美
、
目
弱
王
、
そ
の
後
に
登
場
す
る
市
辺
之
忍
歯
王
、

そ
の
御
子
の
意
祁
王
・
袁
祁
王
と
い
う
よ
う
に
、
め
ま
ぐ
る
し
く
移
り
変
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わ
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
従
っ
て
こ
の
間
の
位
置
付
け
と
し
て
は
、
安
康

天
皇
崩
御
か
ら
雄
略
天
皇
即
位
に
至
る
ま
で
の
空
位
期
間
と
し
て
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
安
康
天
皇
崩
御
の
後
は
、
文
字
表
記
の
上
か
ら
は
目
弱
王

と
大
長
谷
王
と
が
同
等
の
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
受
け
取
れ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
ま
た
、
後
の
市
辺
之
忍
歯
王
の
場
合
も
、
や
は
り
大
長
谷
王

と
同
等
の
扱
い
を
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ひ
と
つ
に
は
各
人
物
の

発
話
を
導
く
言
葉
に
「
詔
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。

大
長
谷
王
が
、
目
弱
王
が
逃
げ
込
ん
だ
都
夫
良
意
美
の
家
を
囲
ん
だ
時
に

都
夫
良
意
美
に
言
葉
を
発
す
る
際
に
は
「
詔
」
が
用
い
ら
れ
、
そ
の
発
話

は
「
詔
命
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。『
古
事
記
』
に
お
い
て
「
詔
」
の
字
は
『
日

本
書
紀
』
よ
り
も
使
用
範
囲
が
広
く
、
中
・
下
巻
に
お
い
て
は
天
皇
の
発

言
に
限
定
さ
れ
な
い
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
い
て
「
詔
」
使
用
の
意

図
が
見
ら
れ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
既
に
論
じ
た
こ
と
が
あ
る（
（1
（

。
そ
れ
で
も

こ
の
場
面
に
お
い
て
は
、
大
長
谷
王
の
み
な
ら
ず
、
目
弱
王
か
ら
都
夫
良

意
美
へ
の
発
言
に
際
し
て
も「
詔
」が
使
わ
れ
て
い
る
点
に
問
題
が
あ
る
。

大
長
谷
王
に
攻
め
込
ま
れ
、
死
を
覚
悟
し
た
次
の
場
面
で
あ
る
。

　
　

�

其
の
王
子
、
答
へ
て
詔
ひ
し
く
、「
然
ら
ば
、
更
に
為
す
べ
き
こ
と

無
し
。
今
は
吾
を
殺
せ
」
と
の
り
た
ま
ひ
き
。

　

同
一
の
物
語
の
中
で
複
数
の
人
物
が
発
話
に
「
詔
」
が
用
い
ら
れ
る
の

は
極
め
て
異
例
で
あ
り
、
し
か
も
同
じ
対
象
に
対
し
て
の
発
話
に
用
い
ら

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
両
者
が
対
等
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
示

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
同
じ
こ
と
は
市
辺
之
忍
歯
王
に
対
し
て
も
言

え
る
。
市
辺
之
忍
歯
王
が
大
長
谷
王
に
狩
り
に
誘
わ
れ
、
そ
の
場
で
殺
さ

れ
る
場
面
、
大
長
谷
王
自
身
の
発
話
は
記
さ
れ
て
い
な
い
の
で
確
認
で
き

な
い
が
、市
辺
之
忍
歯
王
か
ら
の
、大
長
谷
王
の
御
伴
人
へ
の
発
言
が「
詔
」

に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
も
や
は
り
大
長
谷
王
と
市
辺
之
忍
歯
王

と
が
対
等
の
立
場
で
あ
る
こ
と
を
示
す
例
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
下
巻

に
お
い
て
天
皇
以
外
に
「
詔
」
が
使
用
さ
れ
る
の
は
、
仁
徳
記
の
大
后
石

之
日
売
の
一
例
を
除
け
ば
こ
の
場
面
の
み
で
あ
る
。
安
康
天
皇
崩
御
か
ら

雄
略
天
皇
即
位
に
至
る
間
に
「
詔
」
に
よ
っ
て
発
話
が
導
か
れ
る
人
物
が

三
人
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
三
人
が
皇
位
継
承
の
資
格
を
有
す

る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
認
識
に
よ
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
「
王
子
」
と
い
う
称
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
の

三
人
は
皆
、
い
く
つ
か
の
場
面
に
お
い
て
「
王
子
」
と
い
う
称
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。「
王
子
」
の
称
は
、
既
に
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
宇
遅
能
和

紀
郎
子
・
水
歯
別
命
（
反
正
天
皇
）・
穴
穂
御
子
（
安
康
天
皇
）・
意
祁
命

（
仁
賢
天
皇
）・
袁
祁
命
（
顕
宗
天
皇
）
と
い
っ
た
、
天
皇
と
し
て
即
位
す

る
存
在
、
若
し
く
は
即
位
が
予
定
さ
れ
て
い
た
存
在
の
即
位
前
の
呼
称
と
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し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
限
定
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
称

な
の
で
あ
る（
（1
（

。

　

要
す
る
に
安
康
崩
御
後
の
物
語
は
、
大
長
谷
王
が
他
の
皇
位
継
承
の
可

能
性
が
あ
る
存
在
を
排
除
し
て
行
く
こ
と
で
自
ら
が
即
位
す
る
展
開
と
な

る
が
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
を
前
提
と
し
た
書
き
方
を
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
従
来
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
こ
れ
を
雄
略
天
皇
即

位
の
正
当
性
を
描
く
物
語
と
言
え
る
の
か
ど
う
か
は
、
改
め
て
考
え
て
み

る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
し
、
雄
略
即
位
前
記
と
し
て
位
置
付
け
る
と

い
う
見
方
に
も
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。

　

ひ
と
つ
言
え
る
こ
と
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
前
天
皇
の
殺
害
に
よ
る

混
乱
の
中
で
、
武
力
に
よ
っ
て
自
ら
の
力
を
誇
示
し
得
た
大
長
谷
王
は
、

即
位
に
相
応
し
い
存
在
と
し
て
認
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
し
、

い
く
つ
か
の
残
虐
な
殺
害
の
描
写
も
、
天
皇
空
位
期
と
い
う
混
沌
の
中
で

こ
そ
認
め
ら
れ
る
事
柄
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
点
で
は

天
皇
在
世
中
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
天
皇
に
恐
れ
ら
れ
る
倭
建
命
と
は
状
況

が
全
く
異
な
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
雄
略
天
皇
の
名
前
は
、
允

恭
系
譜
で
は「
大
長
谷
命
」、安
康
崩
御
後
は「
大
長
谷
王
」若
し
く
は「
大

長
谷
王
子
」、
そ
し
て
即
位
の
際
に
は
「
大
長
谷
若
建
命
」
と
記
さ
れ
て

い
る
。
武
力
を
行
使
し
て
い
た
即
位
前
に
は
「
建
」
が
付
か
ず
、
即
位
に

際
し
て「
建
」が
付
さ
れ
る
の
は
矛
盾
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、

こ
れ
は
例
え
ば
神
沼
河
耳
命
が
庶
兄
当
芸
志
美
々
命
を
討
っ
た
こ
と
に

よ
っ
て
「
建
沼
河
耳
命
」
と
名
を
称
え
ら
れ
て
綏
靖
天
皇
と
し
て
即
位
す

る
の
に
対
し
て
、
手
足
が
ふ
る
え
て
討
つ
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
兄
の
神

八
井
耳
命
が
、「
治
天
下
」
を
弟
に
譲
っ
た
と
い
う
話
に
近
い
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。そ
の
描
か
れ
方
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
も
の
の
、

機
に
臨
ん
で
武
を
行
使
し
得
る
も
の
と
、
し
得
な
い
も
の
と
の
相
違
が
描

か
れ
る
の
は
安
康
崩
御
後
の
こ
の
話
も
同
様
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
清
寧
天
皇
崩
御
後
の
記
事
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
清

寧
記
は
以
下
の
よ
う
に
始
ま
っ
て
い
る
。

　
　

�

御
子
、
白
髪
大
倭
根
子
命
、
伊
波
礼
の
甕
栗
宮
に
坐
し
て
、
天
の
下

を
治
め
き
。
此
の
天
皇
は
、
皇
后
無
く
、
亦
、
御
子
も
無
し
。
故
、

御
名
代
に
白
髪
部
を
定
め
き
、
故
、
天
皇
の
崩
り
ま
し
し
後
に
、
天

の
下
を
治
む
べ
き
王
無
し
。
是
に
、
日
継
知
ら
さ
む
王
を
問
ひ
て
、

市
辺
忍
歯
王
の
妹
、
忍
海
郎
女
、
亦
の
名
は
飯
豊
王
を
、
葛
城
の
忍

海
の
高
木
角
刺
宮
に
坐
せ
き
。

　

右
の
よ
う
に
、即
位
記
事
の
後
は
系
譜
も
な
く
、崩
御
が
示
さ
れ
る
が
、

宝
算
や
御
陵
記
事
は
こ
こ
に
見
ら
れ
ず
、
か
つ
顕
宗
即
位
の
前
に
も
見
当

た
ら
な
い
。
御
陵
記
事
が
各
天
皇
記
の
終
わ
り
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
す
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る
な
ら
ば
、
清
寧
記
は
そ
の
終
わ
り
が
示
さ
れ
な
い
ま
ま
、
顕
宗
記
に
入

る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
右
の
記
述
に
続
い
て
は
、「
爾
く
し
て
、
山
部

連
小
楯
、
針
間
国
の
宰
に
任
り
し
時
に
、
其
の
国
の
人
民
、
名
は
志
自
牟

が
新
室
の
楽
せ
る
に
到
り
き
」
と
あ
り
、
以
下
に
二
王
子
発
見
の
話
へ
と

続
く
。
こ
こ
か
ら
先
の
話
を
清
寧
記
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
の
か

否
か
。
描
か
れ
て
い
る
内
容
は
、
意
祁
・
袁
祁
二
王
子
の
即
位
に
至
る
ま

で
の
物
語
で
あ
り
、
当
に
即
位
前
記
と
言
う
に
相
応
し
い
。
顕
宗
天
皇
治

天
下
記
事
、
即
ち
顕
宗
記
が
始
ま
る
直
前
に
は
、
二
王
子
に
よ
る
天
下
互

譲
の
こ
と
が
記
さ
れ
、
結
果
と
し
て
「
故
、
辞
ぶ
る
こ
と
得
ず
し
て
、
袁

祁
命
、
先
づ
天
の
下
を
治
め
き
」
と
記
す
。
こ
の
描
き
方
は
宇
遅
能
和
紀

郎
子
と
大
雀
命
と
の
互
譲
を
描
き
、宇
遅
能
和
紀
郎
子
の
早
世
に
よ
っ
て
、

「
故
、
大
雀
命
、
天
の
下
を
治
め
き
」
と
す
る
応
神
記
と
共
通
す
る
。
し

か
し
大
雀
命
の
場
合
は
あ
く
ま
で
も
応
神
記
の
範
囲
内
に
お
い
て
描
か
れ

て
い
る
わ
け
だ
が
、
二
王
子
の
場
合
は
ど
う
か
。
允
恭
崩
御
、
安
康
崩
御

の
後
に
描
か
れ
る
混
乱
と
は
異
な
り
、
清
寧
崩
御
後
の
二
王
子
発
見
の
物

語
は
、
混
乱
や
混
沌
と
し
た
状
況
が
描
か
れ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ

故
に
、
或
い
は
こ
の
物
語
は
清
寧
天
皇
の
御
世
の
話
と
し
て
位
置
付
け
る

こ
と
が
出
来
る
の
か
も
知
れ
な
い
し
、
飯
豊
王
の
存
在
に
よ
っ
て
治
天
下

は
継
続
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
清

寧
崩
御
後
の
記
事
内
容
か
ら
み
れ
ば
、
こ
れ
は
顕
宗
即
位
前
記
と
い
う
よ

り
も
、
顕
宗
・
仁
賢
両
天
皇
の
即
位
前
記
的
記
事
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も

意
祁
・
袁
祁
二
王
子
の
「
記
」
だ
と
い
え
そ
う
で
あ
る
。

　
　
　

お
わ
り
に

　

以
上
、『
古
事
記
』
の
中
・
下
巻
に
お
け
る
天
皇
代
替
わ
り
の
際
の
記

載
内
容
、記
載
の
意
図
な
ど
に
つ
い
て
、考
え
た
と
こ
ろ
を
述
べ
て
き
た
。

上
・
中
・
下
の
三
巻
区
分
と
い
う
構
成
を
取
る
『
古
事
記
』
の
場
合
、
各

天
皇
記
の
範
囲
と
い
う
も
の
を
明
確
に
意
識
し
て
い
た
の
か
ど
う
か
、
定

か
で
は
な
い
。
通
例
と
し
て
便
宜
的
に
「
○
○
記
」
と
い
う
呼
称
を
用
い

て
い
る
が
、
天
皇
記
以
外
の
「
○
○
記
」
と
い
う
捉
え
方
も
考
え
て
み
る

余
地
が
あ
る
の
か
も
知
れ
な
い
。『
古
事
記
』
が
天
皇
支
配
の
正
当
性
を

説
く
書
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
べ
て
を

そ
の
前
提
に
あ
わ
せ
て
解
釈
す
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
。
よ
り
物
語
性
を

重
視
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
『
古
事
記
』
故
に
、
そ
の
構
成
意
識
・
記

載
意
図
を
更
に
検
討
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
に
思
わ
れ
る
。

【
注
】

（
1
）�
以
下
、『
古
事
記
』『
日
本
書
紀
』
訓
読
文
の
引
用
は
、
小
学
館
新
編
日
本
古
典
文
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学
全
集
本
に
拠
る
。『
古
事
記
』（
山
口
佳
紀
・
神
野
志
隆
光
、
校
注
・
訳
、

一
九
九
七
年
六
月
）、『
日
本
書
紀
』
①
～
③
（
小
島
憲
之
・
直
木
孝
次
郎
・
西
宮

一
民
・
蔵
中
進
・
毛
利
正
守
、
校
注
・
訳
、
一
九
九
四
年
四
月
～
一
九
九
八
年
六

月
）。

（
2
）�

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
吉
井
巌
「
古
事
記
の
作
品
的
性
格
（
三
）
―
中
・
下
巻
の

構
造
―
」
に
詳
し
い
（『
天
皇
の
系
譜
と
神
話
』
三
、
塙
書
房
、
一
九
九
二
年

一
〇
月
所
収
。
初
出
は
一
九
九
一
年
三
月
）。

（
3
）�

武
田
祐
吉
『
古
事
記
研
究
帝
紀
考
』
第
三
『
古
事
記
』
の
組
織
（
武
田
祐
吉
著
作

集
第
二
巻
『
古
事
記
篇
Ⅰ
』
角
川
書
店
、
一
九
七
三
年
八
月
所
収
。
初
出
は

一
九
四
四
年
一
月
）。

（
4
）�

藤
原
照
等
「
古
事
記
の
敬
称
『
命
』
―
中
巻
と
下
巻
の
用
法
―
」『
土
井
先
生
頌

寿
記
念
論
文
集　

国
語
史
へ
の
道
』
上
、
三
省
堂
、
一
九
八
一
年
六
月
。

（
5
）�

吉
井
巌
、
注
（
２
）
前
掲
論
文
。

（
6
）�

本
居
宣
長「
古
事
記
傳
二
十
三
之
卷
」『
本
居
宣
長
全
集
』第
十
一
巻
、筑
摩
書
房
、

一
九
六
九
年
三
月
。

（
7
）�

な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
神
野
志
隆
光
に
論
が
あ
る
。「
紀
年
を
も
た
な
い
『
古

事
記
』
と
崩
年
干
支
月
日
注
」（『
複
数
の
「
古
代
」』
講
談
社
現
代
新
書
、

二
〇
〇
七
年
一
〇
月
）
参
照
。

（
8
）�

神
野
志
隆
光
「
応
神
天
皇
の
物
語
―
天
皇
の
世
界
の
秩
序
の
確
立
―
」（
古
事
記

研
究
大
系
６
『
古
事
記
の
天
皇
』
髙
科
書
店
、
一
九
九
四
年
八
月
）。

（
9
）�『
古
事
記
』
中
巻
と
下
巻
の
反
乱
物
語
の
質
の
相
違
に
つ
い
て
は
、
榎
本
福
寿
「
反

乱
、
そ
の
あ
り
か
た
と
時
代
」（「
古
事
記
研
究
大
系
８
『
古
事
記
の
文
芸
性
』
髙

科
書
店
、
一
九
九
三
年
九
月
）
等
に
よ
っ
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
10
）�

矢
嶋
泉
は
、
須
佐
之
男
命
の
涕
泣
と
、
天
照
大
御
神
の
石
屋
籠
も
り
の
二
度
の
場

面
に
亘
っ
て
「
万
の
妖
」
が
起
こ
る
の
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
統
治
者
の
不
在
と

い
う
状
況
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
説
い
て
い
る
。「
悪
神
之
音
如
狭
蠅
皆
満　

萬

物
之
妖
悉
發
―
『
古
事
記
』
神
話
の
論
理
―
」『
聖
心
女
子
大
学
論
叢
』
67
、

一
九
八
六
年
六
月
。

（
11
）�『
日
本
書
紀
』
神
功
皇
后
摂
政
元
年
に
、「
常
夜
行
く
な
り
」
と
い
う
描
写
が
出
て

く
る
場
面
が
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
つ
い
て
は
良
く
分
か
ら
な
い
点
が
あ
る
が
、
天

皇
不
在
の
状
況
と
い
う
の
が
或
い
は
関
連
し
て
い
る
が
故
に
、
天
の
石
屋
神
話
を

彷
彿
と
さ
せ
る
よ
う
な
描
写
が
な
さ
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
『
古
事

記
』
に
は
そ
う
し
た
記
述
は
な
い
。

（
12
）�

本
居
宣
長「
古
事
記
傳
三
十
八
之
卷
」『
本
居
宣
長
全
集
』第
十
二
巻
、筑
摩
書
房
、

一
九
七
四
年
三
月
。

（
13
）�

西
郷
信
綱
『
古
事
記
注
釈
』
第
四
巻
、
平
凡
社
、
一
九
八
九
年
九
月
、
二
一
二
頁
。

（
14
）�『
古
事
記
』
下
巻
の
主
題
に
つ
い
て
は
本
稿
の
及
ぶ
と
こ
ろ
で
は
な
い
が
、
こ
れ

ま
で
多
く
の
先
行
研
究
が
あ
る
。
西
郷
信
綱
先
掲
書
四
二
一
頁
「
補
考
―
古
事
記

下
巻
の
主
題
」、
吉
井
巌
注
（
２
）
前
掲
論
文
、
神
野
志
隆
光
「
天
下
の
歴
史
―
中
・

下
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
古
事
記
の
世
界
観
』
吉
川
弘
文
館
一
九
八
六
年
六
月
）、

阿
部
誠
「
皇
位
継
承
の
物
語
と
王
権
―
古
事
記
・
下
巻
の
構
想
と
理
念
―
」（
古

事
記
研
究
大
系
３
『
古
事
記
の
構
想
』
髙
科
書
店
、
一
九
九
四
年
十
二
月
）
等
。

（
15
）�

新
編
全
集
『
古
事
記
』
三
一
九
頁
頭
注
。

（
16
）�

本
居
宣
長「
古
事
記
傳
三
十
九
之
卷
」『
本
居
宣
長
全
集
』第
十
二
巻
、筑
摩
書
房
、

一
九
七
四
年
三
月
。

（
17
）�

新
編
全
集
『
古
事
記
』
三
一
七
頁
頭
注
は
、
清
寧
天
皇
に
つ
い
て
「
臣
下
と
の
か

か
わ
り
に
お
い
て
あ
る
天
皇
と
い
う
こ
と
」
と
述
べ
、
軽
太
子
が
「
臣
下
の
推
戴

を
得
ら
れ
な
い
で
廃
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
点
を
踏
ま
え
て
み
ら
れ
る
べ
き
も
の
」

と
指
摘
す
る
。

（
18
）�
谷
口
雅
博
「「
詔
」
字
の
使
用
意
識
」『
古
事
記
の
表
現
と
文
脈
』
お
う
ふ
う
、

二
〇
〇
八
年
十
一
月
。
初
出
は
一
九
九
〇
年
一
月
。

（
19
）�
阿
部
誠
「
雄
略
天
皇
の
即
位
伝
承
―
古
事
記
に
お
け
る
伝
承
の
再
構
成
と
そ
の
構

想
―
」（『
國
學
院
雜
誌
』
90
―
５
、一
九
八
九
年
五
月
）。


